定期建物賃貸借契約書（案）

貸付人柏原市（以下「甲」という。）と借受人●●●●（以下「乙」という。）とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項第４号の規定及び借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条の規定に基づく行政財産にかかる定期建物賃貸借契約を締結する。

（貸付物件）
第１条　貸付物件は、次のとおりとする。

	所在地・施設名称
	貸付面積（㎡）
	備考

	大阪府柏原市安堂町１１５－１
（柏原市立市民交流センター内）
	３０．２８８㎡
	フリースペース



（貸付期間）
第２条　貸付期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。
２　前項に規定する貸付期間には、開店準備及び原状回復に要する期間を含む。
３　本契約は、第１項に定める貸付期間の満了により終了し、契約の更新は行わない。
４　甲は第１項に定める貸付期間の満了の１年前から６か月前までの間（以下「通知期間」という。）に、乙に対し、貸付期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。ただし、甲が通知期間の経過後、乙に対し、貸付期間の満了により本契約が終了する旨を通知した場合においては、その通知の日から６か月を経過した日に本契約は終了する。

（貸付料）
第３条　貸付料は、月額１０，３１６円（うち消費税及び地方消費税相当額９３８円）とする。
２　乙は、前項の貸付料について、当月分の前月末日までに支払う。ただし、４月分に限り当月末日までに支払うこと。
３　乙は、第１項の貸付料について、甲が発行する納入通知書により、その指定する納期限までに支払う。ただし、末日が金融機関の休日に当たるときは、次の営業日を納期限として指定する。
４　貸付期間中は、原則として貸付料の改定は行わない。ただし、貸付料の消費税相当分について、貸付期間中に消費税及び地方消費税率の改定があった場合は、改定後の消費税率により算定した額とする。

（指定用途等）
第４条　乙は、貸付物件をカフェの運営（軽食、飲料等の提供）のために使用しなければならない。
２　乙は、本契約及び、乙が甲に提出した柏原市立市民交流センターカフェ設置運営業務募集に関する提出書類（以下「提出書類」という。）並びに、甲が公表した柏原市立市民交流センターカフェ設置運営業務（その２）公募型プロポーザル仕様書等（配布した資料及びこれらに対する質問回答書を含む。以下「仕様書等」という。）に基づき貸付物件の管理運営を行うものとする。なお、これらの書類の間で、内容が異なる場合は、本契約、提出書類、仕様書等の順に優先的に適用するものとする。ただし、貸付物件を現在と異なる利用をする場合は、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。

（貸付物件の引渡し）
第５条　甲は、第２条に定める貸付期間の初日に、貸付物件を現状有姿で乙に引き渡す。
２　前項の引き渡しは、甲と乙が現地立会いの上で行うものとする。
３　乙は、引渡しをもって貸付物件の管理責任を負う。

（延滞金）
第６条　乙は、第３条第３項に規定する納期限までに貸付料を納入しないときは、当該納期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、年１４．６パーセント（当該納期限の翌日から１月を経過するまでの期間については、年７．３パーセント）の割合で計算した延滞金（１００円未満の端数があるとき又はその金額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。）を甲に支払わなければならない。ただし、年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。

（充当の順序）
第７条　乙が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、まず、延滞金から充当する。

（契約保証金）
[bookmark: _Hlk209201484]第８条　乙は、地方自治法施行令第１６７条の１６（昭和２２年政令第１６号）及び柏原市財務規則第１０７条（昭和３９年３月１６日規則第７号）に基づく契約保証金を甲に支払うものとする。契約保証金の額は、貸付料総額３６か月分の１００分の１０に相当する額（１円未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り上げる。）とする。契約保証金は、本契約期間が満了したとき、貸付物件の原状回復後、乙の請求に基づき、利息を付さずに返還する。
２　第２２条第２号以下の事由により、乙が、本契約上の義務を履行しないときは、甲は本契約を解除し、納付された契約保証金は甲に帰属する。ただし、これらにより甲の損害賠償をさまたげない。

（光熱水費の支払い）
第９条　貸付物件に係る電気及び水道の使用量を計る子メーターについては甲が設置する。
２　電気及び水道の使用料は、取り付けた子メーターにより使用量を計測し算出するものとする。
３　乙は、甲の発行する納入通知書により、その指定する納期限までに、甲に納入しなければならない。

（個別経費）
第１０条　乙は、引渡日以後の貸付物件の使用に伴い生ずる次に定める費用を、貸付料とは別に負担するものとする。
（１）光熱水費
（２）貸付物件内の設備・備品・機器について、甲が用意するもの以外
（３）貸付物件内の装飾費について、甲が用意する以外のものを乙が必要とする場合
（４）貸付物件内の改装・補修・維持費について、乙に瑕疵がある場合や改良のための修繕をする場合等
（５）業務用電話設置費及び通話料
（６）インターネット設置費及び通信料
（７）定期清掃費
（８）日常清掃費
（９）精算システムの購入費・維持管理費
（１０）廃棄物処理費
（１１）運営に係る保険料
（１２）その他諸経費
（１３）前各号の他、貸付物件の使用に伴い発生する一切の費用

（維持管理費）
第１１条　乙は、市民交流センターの維持管理費（電気設備保守点検業務委託料、合併浄化槽保守点検業務委託料、自動ドア保守点検業務委託料、機械警備業務委託料、貯水槽清掃業務委託料、消防設備点検業務委託料、建築設備等検査報告業務委託料）について、当該年度の維持管理費が確定次第、面積按分により運営事業者の負担とする金額を算出し、当該年度末までに支払うこと。
２　乙は、前項の維持管理費について、甲が発行する納入通知書により、その指定する納期限までに支払う。ただし、年度末が金融機関の休日に当たるときは、次の営業日を納期限として指定する。

（善管注意義務等）
第１２条　乙は、貸付物件が市有財産であることを常に考慮し、善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
２　貸付物件内の防犯対策については、すべて乙の責任と負担において対処すること。

（契約不適合責任）
第１３条　乙は、本契約を締結した後、貸付物件について、種類、性質、又は数量に関して本契約の内容に適合しないものがあることを発見した場合でも、甲に対し貸付物件の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、貸付料の減免又は損害賠償を請求することができないものとする。

（禁止事項）
第１４条　乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
（１）貸付物件を指定用途以外の用途に供してはならない。
（２）貸付物件に関する権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は営業を委託し、若しくは名義貸し等をすることはできない。

（修繕義務）
第１５条　貸付物件の躯体及び甲があらかじめ整備した付帯設備に関する修繕の費用は、甲が負担する。
２　前項の甲が負担する費用以外で、乙の負担により設置した設備の修繕、その他乙の責めに帰すべき事由により生じた修繕の費用は、乙の負担とする。
３　甲乙双方の責めに帰する事由以外により修繕を要するときは、双方協議してその経費の負担を決定するものとする。

（滅失又は毀損の通知）
第１６条　乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損したときは、直ちに甲にその状況を通知しなければならない。

（滅失又は毀損の原状回復）
第１７条　乙の責めに帰する事由により貸付物件を滅失し、又は毀損したときは、乙の責任において原状に回復しなければならない。

（原状回復）
第１８条　乙は、貸付期間が満了するときは、満了日までに、また、契約を解除されたときは、甲が指定する期日までに、乙の負担で、貸付物件を原状に回復した上で返還しなければならない。ただし、甲が特に承認したときは、この限りではない。
２　乙が前項の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、甲が原状回復のための処置を行い、その費用の支払いを乙に請求することができる。この場合において、乙は、何ら異議を申し立てることはできない。

（実地調査等）
第１９条　甲は、貸付物件について随時その状況を調査し、乙に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
２　乙は、前項の調査を拒み若しくは妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。

（損害賠償）
第２０条　乙は、その責めに帰するべき理由により、貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときは、当該滅失又は毀損による損害額を甲に支払わなければならない。ただし、貸付物件を原状に回復した場合は、この限りではない。
２　乙は、貸付物件の使用にあたり、甲又は第三者に損害を与えたときは、すべて乙の責任で、その損害を賠償しなければならない。
３　第２３条の但し書きの規定により、違約金を支払った場合においても、なお、損害賠償責任を免れない。

（有益費等の請求権の放棄）
第２１条　乙は、貸付物件に投じた有益費又は修繕費があっても、これを甲に請求することはできない。

（契約の解除）
第２２条　甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、乙に損失が生じても、いかなる補償もしない。
（１）公用若しくは公共用に供する必要が生じたとき
（２）乙が貸付料等の未納等、仕様書や関係条例及び規則の各条項に違反したとき
（３）乙が参加資格の詐称その他不正な手段により、契約したとき
（４）休業状態が１か月以上継続しているとき
（５）食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条に規定された許可の取消又は営業の禁止、若しくは停止を受けたとき

（貸付期間内の解約）
第２３条　乙は、貸付期間中であっても、６か月の予告期間（本契約解約の申し入れ日より解約希望日までの期間）をもって甲に対し書面による解約の申し入れをすることができ、この場合、予告期間の満了と同時に本契約は終了する。ただし、甲は乙に対し違約金として本契約解約日から貸付期間満了日までの貸付料相当額を請求することができる。

（契約の終了）
第２４条　天災地変その他甲乙双方の責めに帰すことができない理由により、本建物の全部又は一部が滅失、又は毀損し、貸付物件の使用が不可能になったときは、本契約を終了する。

（免責事項）
第２５条　天災地変、諸設備の故障、偶発事故、盗難その他甲の責めに帰すことのできない事由により、乙が被った損害については、甲はその賠償の責めを負わないものとする。
２　第三者の作為又は不作為により、乙が被った損害については、事態のいかんにかかわらず、甲はその責めを負わないものとする。
３　甲は本建物の点検、修理、改造、保守作業（停電、断水を含む）等を行う必要があると判断したときは、乙に対し、貸付物件又は共用部分の使用中止を含む必要な協力を要請することができるものとし、乙は甲に協力するものとする。
４　前項に伴う、諸サービスの不足又は共用部分若しくは貸付物件の使用停止、使用上の制約若しくは使用の中止に関しては、甲はその責めを負わないものとし、乙は甲に対し、営業補償、休業補償等一切請求しないものとする。

（通知義務）
第２６条　乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、甲に対し、直ちにその旨を書面により通知しなければならない。
（１）連絡先又は電話番号等を変更したとき
（２）法人名、所在地、代表者、定款又は寄附行為を変更したとき
（３）会社の合併等により本件賃貸借の継承があったとき
（４）強制執行、競売又は民事再生の申立て（自己申立てを含む。）を受けたとき
（５）破産の申立て若しくは会社更生手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てをしたとき
（６）解散したとき
（７）その他、本契約の継続に支障があると認めたとき

（暴力団等からの不当介入の排除）
第２７条　乙は、本契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに、所管の警察署に通報し、捜査上の必要な協力等をしなければならない。

（契約諸費用）
第２８条　本契約の締結に要する費用は、乙が負担するものとする。

（疑義の決定）
第２９条　本契約に定めのない事項又は本契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定する。

（管轄裁判所）
第３０条　本契約に関する一切の紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。


令和●●年●●月●●日


所在地　大阪府柏原市安堂町１番５５号
甲　商号又は名称　柏原市
代表者氏名　柏原市長　冨宅　正浩

所在地　
乙　商号又は名称　
代表者氏名　
